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農産物品種開発におけるプレーヤーの状況に関する分析 

 

 
○野津喬（実践女子大学） 

 

 

 
１. はじめに 

日本農業の競争力を高めていくためには，他の産業と同様に技術革新を促進していくことが重要であ

る。2015 年に閣議決定された食料・農業・農村基本計画においても，「新たな可能性を切り開く技術革

新」と題し，「農業の生産や流通等の現場のニーズに直結した戦略的な研究開発と，その成果の速やか

な現場への移転によりイノベーションを起こし，生産性の大幅な向上，需要への的確な対応や新たな価

値の創出等を促進する必要がある」として，国として農業分野の技術革新を積極的に推進する方針が示

されている。 

 日本の農業分野の研究開発はこれまで，都道府県によって設立された公設試験研究機関（以下，「公

設試」という。）が中心的な役割を果たしてきた。並河[1]は，工業分野では中小企業でも現場技術に関

する研究開発を企業自らが行うことが多いが，農業者は経営規模が小さく，経営資源にも恵まれず，一

部の篤農家を除いて自らが研究開発を実施することがまれであることから，農業分野では公設試が農業

者に代わって研究開発を行ってきたと指摘している。しかしながら近年，地方自治体の財政難等を背景

として公設試の予算確保が困難となっている [2][3]。農林水産省が 2015 年に策定した「農林水産研究

基本計画」においても，「近年，行政改革等によって（公設試の）研究体制が脆弱化（している）」と指

摘されており[4]，従来のように公設試のみで農業分野の研究開発を支えることは困難となっている。 
また農林水産省が 2015 年に策定した「農林水産研究基本計画」は，「昨今，社会経済のグローバル化

や情報化が進み，世界的に研究開発競争が激化する中で，従来以上にスピード感を持って研究開発に取

り組み，当該成果を商品化・事業化に繋げていくことが必要となっており，産学官の関係者が組織を超

えて連携し，よりオープンな形で協力し合って研究開発を進めていくことの重要性が指摘されて（い

る）」としている。これは公設試が中心となって研究開発を行い，開発された技術が都道府県の農業改

良普及センターを経由して農業者に伝達・普及されるという従前のリニア型のイノベーションモデルか

ら，オープンイノベーションモデルへの移行を求めるものである。 

このように日本農業の研究開発を取り巻く環境が大きく変化していることを踏まえ，本研究では，こ

れまで日本農業の研究開発において中心的な役割を担ってきた農業系公設試における産学官連携の状

況と課題について分析を行う。 

 

２. 先行研究 

田中[5]や田口[6]，桑原[7]などが指摘するように，社会環境や国・都道府県の政策の変化によって，

公設試に期待される役割は時代とともに変化してきた。中小企業庁が 2005 年に取りまとめた『公設試

経営の基本戦略』は，公設試は従来，産業振興，地域振興，国の政策の分担等の多くの役割を求められ

てきたが，自治体の財政制約等を背景として予算が漸減傾向にあるなど公設試の経営資源に制約がある

現状では，選択と集中により，フルライン志向を排して地域固有の要請に対応した特色ある公設試経営

を目指すことが重要であると指摘している。そのための具体的な対応として中小企業庁は，公設試が地

域の大学や国の研究機関，他の中小企業支援機関等と適切な役割分担及び連携を行っていくことが重要

であると提言している [8]。 

このように公設試は他機関との連携，言い方を変えれば産学官連携の推進が求められるようになって

いるが，その取り組みは十分ではない。2011 年に実施された公設試を対象とするアンケート調査1では，

産学官連携の目的として「地域産業に貢献するための研究開発の拠点となること」を掲げる公設試が多

いが，目的を達成するための取り組みは十分とは言い難いと指摘されている [9]。林も，公設試が地域

                                                  
1 文部科学省の委託事業による調査。 
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の産学官連携において果たす役割に関するアンケート調査及びヒアリング調査を実施し，公設試と地域

の他の中小産業支援機関との連携が希薄であることを指摘している[10]。 

上記の先行研究は主たる分析対象を工業系公設試とするものであるが，農業系公設試は工業系公設試

と比較するとさらに産学官連携の取り組みが進んでいない。福川[11]は日本産業技術振興協会編「公設

試験研究機関現況」2000-05 年度のデータに基づいて，技術職員一人当たりの共同研究件数について，

公設試の全国上位 10 機関のランキングを作成しているが，ランクインしているのはすべて工業系公設

試であり，農業系公設試はランクインしていない。また Fukugawa[12]は公設試と地域中小企業との関係

に着目し，特許データによる分析から農業系公設試は工業系公設試と比較して，共同発明に占める地域

中小企業との共同発明の比率が低いと指摘している。 

本研究では，我が国の農業分野の研究開発において中心的な位置を占めてきた[13]にも関わらず，先

行研究では十分な分析がなされていない農産物の品種開発を題材として，農業系公設試における産学官

連携の現状と課題を分析する。政府が日本の農業・食品産業の競争力強化を図るために，日本の強みで

ある優れた農産物品種の開発・保護・普及を加速化する方針を掲げていること[14]，またその手法とし

て先述したようにオープンイノベーションを重視する方針を掲げていることを踏まえると，本研究にお

いて農業系公設試の農産物品種開発における産学官連携の状況を明らかにすることは意味があるもの

と考える。 

 

３. 農産物新品種の品種登録データによる分析 

3.1 データ 

農業分野の研究開発における産学官連携の態様は多様である。国の試験研究機関である国立研究開発

法人農業・食品産業技術総合研究機構は，同機構の産学官連携活動を以下のように分類している2。 

① 共同研究（大学や公設試，企業等と連携して行う基礎分野または実用化に向けた共同研究） 

② 技術の現地実証（農業者等と連携して行う技術や品種の有効性に関する現場検証） 

③ 技術普及のための現場活動（農業者等と連携して行う技術や品種の技術指導や展示など） 

④ 行政との連携（競争的資金を活用した国・都道府県等の行政ニーズを踏まえた研究の推進） 

⑤ 広報を通じた普及（農業者，企業，市民等に対する技術や品種についての周知） 

本論文においては上記のうち，狭義の産学官連携としての共同研究を対象として分析を行う。具体的

には特許における Fukugawa[12]などの先行研究を参考とし，権利者属性が異なる者が共同で登録した品

種，例えば公設試と企業が共同で登録したような品種を産学官連携によって開発された品種と定義する。 

データは農産物新品種育成者権（以下，「育成者権」という。）の品種登録データを用いる。具体的に

は農林水産省の「品種登録／出願公表データ」3により， 2017 年 3 月 1 日時点で育成者権の登録を受け

たことがある農産物の品種4を対象として分析を行う。対象品目は農産物のうち，公設試が研究開発にお

いて特に主要な役割を担ってきた米，小麦，大豆等のいわゆる主要農作物5とする。調査時点で育成者権

の登録を受けたことがある主要農作物の品種数は 1,653 品種であった。育成者の属性で見ると，主要農

産物においては，公設試6が開発した品種が全体の 45％を占めており，公設試が中心的な役割を果たし

ていることが確認された。 

 

3.2. 分析結果 

まず，主要農作物全体のうち，産学官連携によって開発された品種がどの程度あるかを分析する。分

析結果は図１及び図２のとおりである。主要農作物 1,653 品種のうち，産学官連携によって開発された

品種は 4.4％，品種数で 72 品種であった（図１）。主要農作物のうち公設試が開発した 747 品種に限る

                                                  
2 http://www.naro.affrc.go.jp/collab/（2017年9月25日閲覧） 
3 http://www.hinsyu.maff.go.jp/vips/CMM/apCMM110.aspx?MOSS=1（2017年8月16日閲覧） 
4 存続期間満了や権利放棄等により権利が消滅した品種を含む。 
5 久野[15]は主要農作物が農業・食料政策における重要作物であること，園芸作物とは異なり農業者による

自家採種が可能な固定種が一般的であること，野菜等と比較して新品種開発に長期間5を要すること，１年間

に複数回の栽培が可能な園芸作物とは異なり１年１作で種子増殖率が高くないにもかかわらず需要が多いこ

と，政策的な理由等から種子価格を低く抑えざるを得ないことなどから，公設試が主要農作物の品種開発を

独占的に担ってきたと指摘している。 
6 開発された品種が公設試によるものかは権利者の名称から判断した。 
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と，産学官連携によって開発された品種は 3.2％と全体よりも低い数値となった（図２）。品種数で見る

と,公設試が産学官連携によって開発した品種数は 24 品種であった。 

 

（図１）主要農作物（全体）の品種登録にお

ける産学官連携の割合 
（図２）公設試による主要農作物の品種登録にお

ける産学官連携の割合 
 

 
次に主要農作物の品種開発における公設試の連携先について分析する。公設試が産学官連携によ

って開発した主要農作物 24 品種のうち，企業との連携によるものが 46%（11 品種），国の試験研究機関

との連携によるものが 33%（８品種），農協との連携によるものが 21%（５品種）であった。 

都道府県別の内訳を見ると，富山県が最も多く 11 品種，次いで北海道が４品種などとなっており，

産学官連携による品種開発を行っている都道府県は全国的に見ればごく少なく，特定の都道府県に集中

していることが明らかとなった（表１）。 

 

（表１）主要農作物の品種登録における公設試の産学官連携品種一覧 

 
（注）産学官連携によって開発された品種が多い都道府県順に記載。 

 

3.3. 結果の考察 

 農産物新品種の品種登録データを用いた分析からは，公設試が開発した品種のうち，産学官連携によ

るものは約 3%にとどまっていること，また産学官連携による品種開発を行っている都道府県はごく一部

であることが明らかとなった。玉田・井上は大学もしくは公的研究機関によって出願された特許は，1972

年頃は大学もしくは公的研究機関が単独で出願したものがほとんどであったが，国内の民間企業と大学
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もしくは公的研究機関によって共同出願された産学連携特許の割合が年々増加し，2000 年頃には半分弱

が他の組織と共同で出願されたものになっていると指摘している[16]。組織及び研究分野が異なるため

単純な比較は困難であるが7，これと比較すると，農業系公設試の新品種開発における産学官連携の取り

組みが進んでいるとは言いがたい状況にあることが明らかとなった。本論文の分析結果は，農業系公設

試の産学官連携の取り組みが不十分であるとする先行研究とも整合的である。 
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